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１【提出理由】

　2020年６月19日に開催された当社第６期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本報告書を提出するものであ

ます。

 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2020年６月19日

 

(2）決議事項の内容

第１号議案　取締役12名選任の件

取締役として、角川歴彦、松原眞樹、井上伸一郎、夏野剛、安本洋一、山下直久、加瀬典子、川上量生、

髙須武男、森泉知行、船津康次及びジャーマン・ルース マリーを選任する。

取締役候補者のうち、髙須武男、森泉知行、船津康次及びジャーマン・ルース マリーは、会社法施行規則

第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者である。

 

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、菊地麻緒子を選任する。

監査役候補者菊地麻緒子は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者である。

 

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決

議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議の結果

第１号議案  

角川歴彦 401,000 個 3,907 個 536 個 98.904% 可決

松原眞樹 398,309 個 6,429 個 705 個 98.240% 可決

井上伸一郎 402,108 個 2,799 個 536 個 99.177% 可決

夏野剛 394,411 個 10,496 個 536 個 97.279% 可決

安本洋一 402,218 個 2,686 個 536 個 99.204% 可決

山下直久 402,172 個 2,735 個 536 個 99.193% 可決

加瀬典子 402,229 個 2,678 個 536 個 99.207% 可決

川上量生 400,731 個 4,176 個 536 個 98.837% 可決

髙須武男 402,390 個 2,517 個 536 個 99.246% 可決

森泉知行 403,773 個 1,659 個 11 個 99.588% 可決

船津康次 374,947 個 30,485 個 11 個 92.478% 可決

ジャーマン・ルース マリー 404,349 個 1,083 個 11 個 99.730% 可決

第２号議案 370,947 個 33,986 個 543 個 91.484% 可決

第３号議案 403,161 個 2,055 個 265 個 99.427% 可決

 

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の個数は476,982個であります。

２．第１号議案及び第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

　１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

３．第３号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

　であります。

４．棄権は、棄権の意思表示があったものであります。

５．賛成率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の個数に対する比率であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　議決権行使期限までに書面またはインターネット等により行使された議決権及び当日出席の一部の株主から議案

の賛否に関して確認できたものを集計した結果、議案の可決要件を満たしていることから、株主総会当日に出席し

た株主のうち、賛成、反対、棄権に係る確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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